
臨床検査専門医取得を目指す方への補足説明 
 

9 月 14 日、日本専門医機構はその HP で、「専門医を目指す医学生・臨床研修医の皆さま

へ。平成 30 年度スタート予定の新しい専門医制度の開始にあたって」というタイトルで、

新専門医制度における研修プログラムへの登録についてアナウンスしました。 

臨床検査領域は、臨床研修医のみならず、全ての医師の専門研修を歓迎します。ここで

は、臨床検査専門医を目指す方に、機構のアナウンスを補足する形で説明します。 

 

１．プログラム制による研修とカリキュラム制による研修 

 日本専門医機構の説明は原則、プログラム制による研修についてのものです。プログラ

ム制研修とは、各基幹施設が作成した研修プログラムを遵守して 3 年間ストレート研修す

るもので、初期臨床研修修了見込みの方、既に初期臨床研修が修了しているが基本領域の

専門医を取得していない（専門研修を開始していない）方、あるいはプログラム制研修を

望む方に適用されます。 

 カリキュラム制研修とは、他の基本領域の専門医を既に取得され、セカンドキャリアと

して臨床検査専門医を目指す方、他の専門医は未取得だが事情によりストレートのプログ

ラム研修が困難な方、などに適用される研修です。プログラム研修に比べ、自由度のある

研修形態となります。ただし、3 年以上の研修期間が必要で、プログラム研修と同等の到達

度が求められます。 

 日本専門医機構の説明にあるシステムからの登録は、プログラム制研修を受ける専攻生

に適用されます。カリキュラム制研修の場合は、各基幹施設・学会とのやり取りを経て、

学会に登録を行います。 

  

2. プログラム制による研修を希望する方へ 

 原則、機構の案内に従ってください。HP 上に数あるプログラムからご自身で判断されて

システム上で登録しても構いませんが、興味をもたれた施設のプログラム責任者に問い合

わせていただき、その内容をよく理解し、施設側の了解を得た上で登録されることを勧め

ます。事前の相談なく登録された場合は、施設から連絡が行くことになります。施設につ

いて迷う場合は、学会のサポート窓口（support@jslm.org）に問い合わせてください。 

 以下に機構の示す予定スケジュールをそのまま示します。 

① 平成 29 年 10 月 1 日（予定）～11 月 15 日 一次登録 ② 平成 29 年 11 月 16 日～11 

月 30 日 採用確認・調整期間 ③ 平成 12 月 1 日～12 月 15 日 採用期間 ＊  採用期間

内にメールで採否が通知されます。 ④ 平成 29 年 12 月 16 日～平成 30 年 1 月 15 日 二

次登録 ⑤ 平成 30 年 1 月 16 日～平成 30 年 1 月 31 日 採用確認・調整期間 ⑥ 平成 30 

年 2 月 1 日～平成 30 年 2 月 15 日 採用期間    

臨床検査領域は、おそらく２次募集もほとんどの施設が受け付けますので、2 次募集に回



った際には是非考慮ください。また、施設の事情が許せば２次募集終了後～3 月末まで受け

付けることが可能です。 

 

3．カリキュラム制による研修を希望する方へ 

 研修したい施設のプログラム責任者に問い合わせてください。登録届を提出していただ

き、それをもとに学会がカリキュラム制の研修が適用可能か判断します。研修開始は原則 4

月からです。 

 

４．現制度で研修されている方へ 

 3 年以上の研修期間を修了して現制度の資格試験を受験してください。専門医資格は現制

度のものですが、更新時に単位を満たせば新制度の専門医に移行できます。新制度の試験

が 2021 年度から始まりますが、現制度の専攻医がなんらかの事情により 2020 年度までに

現制度の試験に合格しなくても、最大 5 年まで現制度の試験を継続します。 

 注意：現制度で研修されている方は、研修開始届（学会 HP 参照）を必ず提出してくだ

さい。この提出がないと専門医試験の受験資格が認定されない場合があります。 

 

 以上、ご不明な点は最寄りの基幹施設の担当者、または学会サポート窓口

（support@jslm.org）までお問合せください。 

 


